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電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム
機構の認証業務に関する法律

平成１４年法律第１５３号
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第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、電子署名及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構

（ 以 下 「 機 構 」 と い う 。） の 認 証 業 務 に 関 す る 制 度 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と

により、電子署名及び電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利

便性の向上並びに国及び地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化に資すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律（平成

１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子署名であって、総務省令で定

める基準に適合するものをいう。

２ この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続している電子計

算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機

構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するもので

あって、総務省令で定める基準に適合するものをいう。

３ この法律において「認証業務」とは、署名認証業務及び利用者証明認証業務をい

う。
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４ この法律において「署名認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務

を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 署 名 利 用 者 」 と い う 。）、 第 １ ７ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 署 名 検

証者又は同条第６項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証

符号（当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号（以下「署名利用者符号」

と い う 。） と 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 対 応 す る 符 号 で あ っ て 、 当 該 電 子 署 名

が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられ

る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） が 当 該 署 名 利 用 者 の も の で あ る こ と の 証 明 に 関 す る 業

務をいう。

５ この法律において「利用者証明認証業務」とは、自らが行う電子利用者証明につ

い て そ の 業 務 を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 証 明 利 用 者 」 と い う 。） 又 は 第 ３ ６ 条 第

２ 項 に 規 定 す る 利 用 者 証 明 検 証 者 の 求 め に 応 じ て 行 う 利 用 者 証 明 利 用 者 検 証 符 号

（当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号（以下「利用者

証 明 利 用 者 符 号 」 と い う 。） と 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 対 応 す る 符 号 で あ っ

て、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものである

こ と を 確 認 す る た め に 用 い ら れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） が 当 該 利 用 者 証 明 利 用

者のものであることの証明に関する業務をいう。

第２章 認証業務

第１節 署名認証業務

第１款 署名用電子証明書

（署名用電子証明書の発行）

第３条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備

え る 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） の市 町 村 長 （ 特 別 区 の 区 長 を 含 む 。 以 下

同 じ 。） を 経 由 し て 、 機 構 に 対 し 、 自 己 に 係 る 署 名 用 電 子 証 明 書 （ 署 名 利 用 者 検 証

符 号 が 当 該 署 名 利 用 者 の も の で あ る こ と を 証 明 す る た め に 作 成 さ れ る 電 磁 的 記 録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）の発行の申請をすることができる。

２ 前 項 の 申 請 を し よ う と す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 者 」 と い う 。） は、 そ

の者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長（以下「住所地市町

村 長 」 と い う 。） に対 し 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 申 請 者 に 係 る 住 民 票 に

記載されている事項のうち住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第１

号から第３号まで及び第７号に掲げる事項（同号に掲げる事項については、住所と

す る 。） を 記 載 し た 申 請 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 書 」 と い う 。） を 提 出 し な

ければならない。

３ 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当

該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認（以下この条

に お い て 「 署 名 利 用 者 確 認 」 と い う 。） をす る も の と し 、 署 名 利 用 者 確 認 の た め 、
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総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求

めることができる。

４ 住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、総務省令で

定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者

検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド を い う 。 第 ２ ２ 条 第 ４ 項 に お い て 同 じ 。） そ

の他の総務省令で定める電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下

同じ。）に記録するものとする。

５ 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるとこ

ろにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知す

るものとする。

６ 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が

電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村

長に通知するものとする。

７ 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところによ

り、当該通知に係る署名用電子証明書を第４項の電磁的記録媒体に記録して申請者

に提供するものとする。

８ 第５項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第６項の

規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市

町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機

構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものと

する。

（署名利用者符号の適切な管理）

第４条 署名利用者は、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の署名利用者符

号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他署名利用者符号の適切な管理を行わなけれ

ばならない。

（署名用電子証明書の有効期間）

第５条 署名用電子証明書の有効期間は、総務省令で定める。

（署名用電子証明書の二重発行の禁止）

第６条 署名利用者は、当該署名利用者に係る署名用電子証明書が第１５条第１項の規定

により効力を失わない限り、重ねて署名用電子証明書の発行を受けることができな

い。

（署名用電子証明書の記録事項）

第７条 署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
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二 署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で総務省令で定

めるもの

三 署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第７条第

１号から第３号まで及び第７号に掲げる事項（同号に掲げる事項については、住

所とする。）

四 その他総務省令で定める事項

（署名用電子証明書発行記録の記録）

第８条 機構は、署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、

当該署名用電子証明書（当該署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係

る 電 磁 的 記 録 を 含 む 。） 及 び 当 該 署 名 用 電 子 証 明 書 の 発 行 を 受 け た 署 名 利 用 者 に 係

る住民票に記載されている住民基本台帳法第７条第１３号に規定する住民票コード

（ 以 下 「 署 名 用 電 子 証 明 書 発 行 記 録 」 と い う 。） を 電 磁 的 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 こ れ

を発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

（署名用電子証明書の失効を求める旨の申請）

第９条 署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求

める旨の申請をすることができる。

２ 第３条第２項、第３項、第５項及び第８項の規定は、前項の申請について準用す

る。この場合において、同条第５項中「前項の規定による記録をしたときは、総務

省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申

請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第８項

中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第６項の規定による署名用

電 子 証 明 書 」 と あ る の は 「 申 請 書 の 内 容 」 と 、「 住 所 地 市 町 村 長 又 は 機 構 」 と あ る

の は 「 住 所 地 市 町 村 長 」 と 、「 機 構 又 は 住 所 地 市 町 村 長 」 と あ る の は 「 機 構 」 と 読

み替えるものとする。

３ 署名利用者は、前項において準用する第３条第２項、第３項、第５項及び第８項

の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る

電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること

により第１項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、

当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければな

らない。

４ 第１項の申請については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律（平成１４年法律第１５１号）第３条の規定は、適用しない。

（署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出）

第１０条 署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しく

は毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第３条第４項の電磁的記録媒

体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその

旨の届出をしなければならない。
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２ 第３条第２項、第３項、第５項及び第８項の規定は、前項の届出について準用す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ２ 項 中 「 申 請 者 」 と あ る の は 「 届 出 者 」 と 、「 申 請

書」とあるのは「届出書」と、同条第３項中「申請書」とあるのは「届出書」と、

「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第５項中「前項の規定による記録をした

ときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところに

よ り 」 と 、「 申 請 者 」 と あ る の は 「 届 出 者 」 と 、「 申 請 書 の 内 容 及 び 署 名 利 用 者 検

証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第８項中「申請書の内容及び署名利

用者検証符号の通知並びに第６項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届

出 書 の 内 容 」 と 、「 住 所 地 市 町 村 長 又 は 機 構 」 と あ る の は 「 住 所 地 市 町 村 長 」 と 、

「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

（署名用電子証明書失効申請等情報の記録）

第１１条 第９条第１項の申請又は前条第１項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請

又は届出に係る署名用電子証明書の発行の番号、第９条第１項の申請があった旨又

は前条第１項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年

月 日 （ 以 下 「 署 名 用 電 子 証 明 書 失 効 申 請 等 情 報 」 と い う 。） を 、 総 務 省 令 で 定 め る

ところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定め

る期間保存しなければならない。

（署名利用者異動等失効情報の記録）

第１２条 機構は、住民基本台帳法第３０条の９に規定する機構保存本人確認情報（第３

１ 条 に お い て 「 機 構 保 存 本 人 確 認 情 報 」 と い う 。） に よ っ て 署 名 利 用 者 が 次 に 掲 げ

る事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該署名利用者に発行

した署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこ

の 条 の 規 定 に よ り 記 録 す る 年 月 日 （ 以 下 「 署 名 利 用 者 異 動 等 失 効 情 報 」 と い う 。）

を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録を

した日から政令で定める期間保存しなければならない。

一 当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第７

条第１号から第３号まで及び第７号に掲げる事項（同号に掲げる事項については、

住 所 と す る 。） の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 記 載 の 修 正 （ 総 務 省 令 で 定 め る 軽 微 な 修

正を除く。）があったこと。

二 当該署名利用者に係る住民票が消除されたこと。

（署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録）

第１３条 機構は、前条に定めるもののほか、署名用電子証明書に記録された事項につい

て、当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されてい

る事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ（以下「署名用電子

証 明 書 記 録 誤 り 等 」 と い う 。） が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 直 ち に 、 当 該 署 名 用 電

子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書記

録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日（以下
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「 署 名 用 電 子 証 明 書 記 録 誤 り 等 に 係 る 情 報 」 と い う 。） を 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ

ろにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期

間保存しなければならない。

（署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録）

第１４条 機構は、署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号（機構が署

名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条にお

い て 同 じ 。） が 漏 え い し 、 滅 失 し 、 又 は 毀 損 し た こ と （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 署 名

用 電 子 証 明 書 発 行 者 署 名 符 号 の 漏 え い 等 」 と い う 。） を 知 っ た と き は 、 直 ち に 、 当

該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った署名用電子証明書の

発行の番号、署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの

事項をこの条の規定により記録する年月日（以下「署名用電子証明書発行者署名符

号 の 漏 え い 等 に 係 る 情 報 」 と い う 。） を 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 磁 的

記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければ

ならない。

（署名用電子証明書の失効）

第１５条 署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 機 構 が 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 署 名 用 電 子 証 明 書 失 効 申 請 等 情 報 を 記 録 し た と

き。

二 機構が第１２条の規定により署名利用者異動等失効情報を記録したとき。

三 機構が第１３条の規定により署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録し

たとき。

四 機構が前条の規定により署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情

報を記録したとき。

五 署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。

２ 機構は、前項第３号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、署

名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に

対し、速やかに当該署名用電子証明書に署名用電子証明書記録誤り等があった旨及

び当該署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

３ 機構は、第１項第４号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、

総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

（署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等）

第１６条 機構は、総務省令で定めるところにより、署名用電子証明書失効情報ファイル

（一定の時点において保存されている署名用電子証明書失効情報（第１１条の規定

により保存する署名用電子証明書失効申請等情報、第１２条の規定により保存する

署名利用者異動等失効情報、第１３条の規定により保存する署名用電子証明書記録

誤り等に係る情報及び第１４条の規定により保存する署名用電子証明書発行者署名

符 号 の 漏 え い 等 に 係 る 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 集 合 物 で あ っ て 、 そ れ ら の 署 名
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用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に

構 成 し た も の を い う 。 以 下 同 じ 。） を 定 期 的 に 作 成 し 、 こ れ を 作 成 し た 日 か ら 政 令

で定める期間保存しなければならない。

第２款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

（署名検証者等に係る届出等）

第１７条 次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について

当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第

１項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供

及び同条第２項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効

情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省

令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

一 行政機関等（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第２条第

２号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。）

二 裁判所

三 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、

電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照

会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登

録し、認定し、又は承認した者

四 電子署名及び認証業務に関する法律第８条に規定する認定認証事業者

五 電子署名及び認証業務に関する法律第２条第３項に規定する特定認証業務を行

う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者

六 前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行

われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明

利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者

証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものと

して総務大臣が認定するもの

２ 前 項 第 ５ 号 又 は 第 ６ 号 の 認 定 （ 次 項 に お い て 「 認 定 」 と い う 。） は 、 １年 を 下 ら

ない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、

その効力を失う。

３ 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができ

る。

一 認定を受けた者が第１項第５号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又

は同項第６号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことがで

きなくなったと認められるとき。

二 認定を受けた者が第１９条、第５０条第１項又は第５２条第１項若しくは第２

項の規定に違反したとき。

三 認定を受けた者が第３８条、第５１条第１項又は第５３条の規定に違反したと
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き。

四 認定を受けた者から第５０条第１項に規定する受領した署名用電子証明書失効

情報等の電子計算機処理等（電子計算機処理（電子計算機を使用して行われる情

報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類す

る 処 理 を い う 。） 又 は 情 報 の 入 力 の た め の 準 備 作 業 若 し く は 電 磁 的 記 録 媒 体 の 保

管 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た

者が同条第２項において準用する同条第１項の規定に違反したとき。

五 認定を受けた者から第５１条第１項に規定する受領した利用者証明用電子証明

書 失 効 情 報 等 の 電 子 計 算 機 処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。）

を受けた者が同条第２項において準用する同条第１項の規定に違反したとき。

六 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第

５４条第１項の規定に違反したとき。

七 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第

５５条第１項の規定に違反したとき。

八 認定を受けた者から第５０条第１項に規定する受領した署名用電子証明書失効

情 報 等 の 電 子 計 算 機 処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け

た者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第５４条第２項

の規定に違反したとき。

九 認定を受けた者から第５１条第１項に規定する受領した利用者証明用電子証明

書 失 効 情 報 等 の 電 子 計 算 機 処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。）

を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第５５条

第２項の規定に違反したとき。

十 認 定 を 受 け た 者 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け て 行 う 第

５０条第１項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理

等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第５６条第１項の規定に

違反したとき。

十 一 認 定 を 受 け た 者 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け て 行 う

第５１条第１項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計

算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第５７条の規定

に違反したとき。

４ 第１項の届出を受けた機構及び当該届出をした者（以下「署名検証者」という。）

は、機構が次条第１項及び第２項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提

供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、

あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

５ 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるもの

に対して第２０条第１項の規定による回答をするため、機構に対して次条第１項の

規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同

条第２項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報フ

ァイルの提供を求めようとする場合（第１号に掲げる団体にあっては当該団体に所

属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する
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申請、届出その他の手続を行う場合に、第２号に掲げる団体又は機関にあっては当

該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の

手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。）には、あらかじめ、機構に対し、

総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第２０条第１項の規

定 に よ る 回 答 を 受 け る 者 （ 以 下 「 署 名 確 認 者 」 と い う 。） の 範 囲 の 届 出 を し な け れ

ばならない。

一 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、

届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの

二 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を

提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの

６ 第４項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者（以下「団体署

名検証者」という。）について準用する。

（署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等）

第１８条 機構は、次条第１項又は第２０条第１項の規定による確認をしようとする署名

検 証 者 又 は 団 体 署 名 検 証 者 （ 以 下 「 署 名 検 証 者 等 」 と い う 。） の 求 め が あ っ た と き

は、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効

情報（第１１条から第１４条までの規定による保存期間が経過していない署名用電

子証明書失効情報をいう。以下同じ。）の提供を行うものとする。

２ 機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係

る署名用電子証明書失効情報ファイル（第１６条の規定による保存期間が経過して

い な い 署 名 用 電 子 証 明 書 失 効 情 報 フ ァ イ ル を い う 。 以 下 同 じ 。） の提 供 を 行 う こ と

ができる。

３ 機構は、署名検証者が第３６条第２項に規定する利用者証明検証者である場合に

おいて、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速や

かに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項（以下

「対応証明書の発行の番号」という。）を提供するものとする。

一 利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発

行の番号の求めがあったとき 第５条の規定による有効期間が経過していない当

該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号

二 署名利用者について当該署名利用者に係る第２２条第１項に規定する利用者証

明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第２４条の規定による有効期

間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明

書の発行の番号

４ 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるとき

は、署名検証者等に対する前３項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失

効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行

の番号の提供を停止することができる。

一 署名検証者等が次条、第２０条第１項若しくは第３項、第５０条第１項又は第

５２条第１項から第３項までの規定に違反したとき。
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二 署名検証者等から第５０条第１項に規定する受領した署名用電子証明書失効情

報 等 の 電 子 計 算 機 処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た

者が同条第２項において準用する同条第１項の規定に違反したとき。

三 署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第５

４条第１項の規定に違反したとき。

四 署名検証者等から第５０条第１項に規定する受領した署名用電子証明書失効情

報 等 の 電 子 計 算 機 処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た

者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第５４条第２項の

規定に違反したとき。

五 署 名 検 証 者 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を受 け て 行 う 第 ５

０条第１項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等

に関する事務に従事している者又は従事していた者が第５６条第１項の規定に違

反したとき。

六 署名検証者等が第３６条第２項に規定する利用者証明検証者である場合におい

て、第３７条第３項の規定により同条第１項に規定する保存期間に係る利用者証

明用電子証明書失効情報又は同条第２項に規定する保存期間に係る利用者証明用

電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。

５ 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、

特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第１項又は第２項の規定

による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証

明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。

一 署名確認者が第２１条、第５０条第３項又は第５２条第４項の規定に違反した

とき。

二 署名確認者から第５０条第３項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の

委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 が 同 条 第 ４ 項 に お い て 準

用する同条第３項の規定に違反したとき。

三 署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第５４

条第３項において準用する同条第１項の規定に違反したとき。

四 署名確認者から第５０条第３項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の

委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 若 し く は そ の 役 員 若 し く

は職員又はこれらの者であった者が第５４条第３項において準用する同条第２項

の規定に違反したとき。

五 署 名 確 認 者 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け て 行 う 第 ５ ０

条第３項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事してい

る者又は従事していた者が第５６条第２項において準用する同条第１項の規定に

違反したとき。

（署名検証者の義務）

第１９条 署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子

署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電
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子証明書が第１５条第１項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電

子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該

電子署名が行われたことを確認しなければならない。

２ 署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利

用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われて

いる電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われ

ていることの確認以外の目的に利用してはならない。

（団体署名検証者の義務）

第２０条 団体署名検証者は、次条第１項の規定による確認をしようとする署名確認者の

求めがあったときは、第１８条第１項又は第２項の規定により提供を受けた保存期

間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報

ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第１５条第１項の規定により効

力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認

の結果について回答しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第１８条第５項各号のいずれかに

該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしな

いことができる。

３ 団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署

名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子

証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知さ

れた情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名

利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

（署名確認者の義務）

第２１条 署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子

署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき（第１７条第５項

第１号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依

頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、

同項第２号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び

裁 判 所 に 対 す る 申 請 、 届 出 そ の 他 の 手 続 に 必 要 な 電 磁 的 記 録 を 提 供 す る 場 合 に 限

る 。） は 、 当 該 署 名 用 電 子 証 明 書 が 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 効 力 を 失 っ て い な

いこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名

利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

２ 署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利

用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われて

いる電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われ

ていることの確認以外の目的に利用してはならない。
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第２節 利用者証明認証業務

第１款 利用者証明用電子証明書

（利用者証明用電子証明書の発行）

第２２条 住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、

自己に係る利用者証明用電子証明書（利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明

利 用 者 の も の で あ る こ と を 証 明 す る た め に 作 成 さ れ る 電 磁 的 記 録 を い う 。 以 下 同

じ。）の発行の申請をすることができる。

２ 前 項 の 申 請 を し よ う と す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 者 」 と い う 。） は、 住

所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載

されている事項のうち住民基本台帳法第７条第１号から第３号まで及び第７号に掲

げ る 事 項 （ 同 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 住 所 と す る 。） を 記 載 し た 申 請 書 （ 以 下

この条において「申請書」という。）を提出しなければならない。

３ 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当

該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認（以下この条

に お い て 「 利 用 者 証 明 利 用 者 確 認 」 と い う 。） を す る も の と し 、 利 用 者 証 明 利 用 者

確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出

を申請者に求めることができる。

４ 住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、総務

省令で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応す

る利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその

他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。

５ 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるとこ

ろにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に

通知するものとする。

６ 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が

電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地

市町村長に通知するものとする。

７ 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところによ

り、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第４項の電磁的記録媒体に記録して

申請者に提供するものとする。

８ 第５項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第

６項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところによ

り、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相

手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによっ

て行うものとする。

（利用者証明利用者符号の適切な管理）

第２３条 利用者証明利用者は、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者

の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符
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号の適切な管理を行わなければならない。

（利用者証明用電子証明書の有効期間）

第２４条 利用者証明用電子証明書の有効期間は、総務省令で定める。

（利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止）

第２５条 利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が

第３４条第１項の規定により効力を失わない限り、重ねて利用者証明用電子証明書

の発行を受けることができない。

（利用者証明用電子証明書の記録事項）

第２６条 利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日

二 利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で

総務省令で定めるもの

三 その他総務省令で定める事項

（利用者証明用電子証明書発行記録の記録）

第２７条 機構は、利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところ

により、当該利用者証明用電子証明書（当該利用者証明用電子証明書について機構

が 行 っ た 電 子 署 名 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 含 む 。） 及 び 当 該 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 の

発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第７

条第１３号に規定する住民票コード（以下「利用者証明用電子証明書発行記録」と

い う 。） を 電 磁 的 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 こ れ を 発 行 し た 日 か ら 政 令 で 定 め る 期 間 保 存

しなければならない。

（利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請）

第２８条 利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用

電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

２ 第２２条第２項、第３項、第５項及び第８項の規定は、前項の申請について準用

する。この場合において、同条第５項中「前項の規定による記録をしたときは、総

務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、

「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、

同条第８項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第６項の

規 定 に よ る 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 」 と あ る の は 「 申 請 書 の 内 容 」 と 、「 住 所 地 市

町 村 長 又 は 機 構 」 と あ る の は 「 住 所 地 市 町 村 長 」 と 、「 機 構 又 は 住 所 地 市 町 村 長 」

とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

３ 利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、

前項において準用する第２２条第２項、第３項、第５項及び第８項の規定によるほ

か、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算
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機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第

１項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、

当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなけ

ればならない。

４ 第１項の申請については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律第３条の規定は、適用しない。

（利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出）

第２９条 利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えい

し、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第

２２条第４項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経

由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。

２ 第２２条第２項、第３項、第５項及び第８項の規定は、前項の届出について準用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 ２ 項 中 「 申 請 者 」 と あ る の は 「 届 出 者 」 と 、「 申

請書」とあるのは「届出書」と、同条第３項中「申請書」とあるのは「届出書」と、

「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第５項中「前項の規定による記録をした

ときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところに

よ り 」 と 、「 申 請 者 」 と あ る の は 「 届 出 者 」 と 、「 申 請 書 の 内 容 及 び 利 用 者 証 明 利

用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第８項中「申請書の内容及び

利用者証明利用者検証符号の通知並びに第６項の規定による利用者証明用電子証明

書 」 と あ る の は 「 届 出 書 の 内 容 」 と 、「 住所 地 市 町 村 長 又 は 機 構 」 と あ る の は 「 住

所 地 市 町 村 長 」 と 、「 機 構 又 は 住 所 地 市 町 村 長 」 と あ る の は 「 機 構 」 と 読 み 替 え る

ものとする。

（利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録）

第３０条 第２８条第１項の申請又は前条第１項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申

請又は届出に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号、第２８条第１項の申請が

あった旨又は前条第１項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により

記 録 す る 年 月 日 （ 以 下 「 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 失 効 申 請 等 情 報 」 と い う 。） を 、

総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした

日から政令で定める期間保存しなければならない。

（利用者証明利用者異動等失効情報の記録）

第３１条 機構は、機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由の

いずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該利用者証明利用者に発行し

た利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項

をこの条の規定により記録する年月日（以下「利用者証明利用者異動等失効情報」

と い う 。） を 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 磁 的 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 こ れ を

当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

一 当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと（住民基本台帳法第２４
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条 の 規 定 に よ る 届 出 （ 次 号 に お い て 「 転 出 届 」 と い う 。） に 基 づ き 当 該 住 民 票 が

消除された場合を除く。）。

二 当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が

住民基本台帳法第２２条第１項の規定による届出を行うことなく、当該転出届に

より届け出た転出の予定年月日から３０日を経過したこと。

（利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録）

第３２条 機構は、利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該利用者証明

用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ（以下「利用者証明用電子証明書記録誤

り 等 」 と い う 。） があ る こ と を 知 っ た と き は 、 直 ち に 、 当 該 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明

書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証

明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日

（ 以 下 「 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 記 録 誤 り 等 に 係 る 情 報 」 と い う 。） を 、 総 務 省 令

で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政

令で定める期間保存しなければならない。

（利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録）

第３３条 機構は、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符

号（機構が当該利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号

を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） が 漏 え い し 、 滅 失 し 、 又 は 毀 損 し た こ と （ 以

下この条において「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。）

を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電

子署名を行った利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書発

行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録す

る年月日（以下「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」

と い う 。） を 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 磁 的 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 こ れ を

当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

（利用者証明用電子証明書の失効）

第３４条 利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力

を失う。

一 機構が第３０条の規定により利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録し

たとき。

二 機 構 が 第 ３ １ 条 の 規 定 に よ り 利 用 者 証 明 利 用 者 異 動 等 失 効 情 報 を 記 録 し た と

き。

三 機構が第３２条の規定により利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を

記録したとき。

四 機構が前条の規定により利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に

係る情報を記録したとき。

五 利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
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２ 機構は、前項第３号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたとき

は、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行を

受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該利用者証明用電子証明書に利用者証

明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該利用者証明用電子証明書の効力が失

われた旨を通知しなければならない。

３ 機構は、第１項第４号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたと

きは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

（利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等）

第３５条 機構は、総務省令で定めるところにより、利用者証明用電子証明書失効情報フ

ァイル（一定の時点において保存されている利用者証明用電子証明書失効情報（第

３０条の規定により保存する利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第３１条の

規定により保存する利用者証明利用者異動等失効情報、第３２条の規定により保存

する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第３３条の規定により保存

する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同

じ 。） の 集 合 物 で あ っ て 、 そ れ ら の 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 失 効 情 報 を 電 子 計 算 機

を 用 い て 検 索 す る こ と が で き る よ う に 体 系 的 に 構 成 し た も の を い う 。 以 下 同 じ 。）

を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならな

い。

第２款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

（利用者証明検証者に係る届出等）

第３６条 第１７条第１項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明

に つ い て 当 該 利 用 者 証 明 利 用 者 が 当 該 電 子 利 用 者 証 明 を 行 っ た こ と を 確 認 す る た

め、機構に対して次条第１項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証

明用電子証明書失効情報の提供及び同条第２項の規定による同項に規定する保存期

間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合に

は、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求

める旨の届出をしなければならない。

２ 前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者（以下「利用者証明検証者」とい

う 。） は 、 機 構 が 次 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 供 を 行 う 情 報 の 範 囲 そ の 他

当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項につ

いて、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

（利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等）

第３７条 機構は、次条第１項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求め

があったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証

明用電子証明書失効情報（第３０条から第３３条までの規定による保存期間が経過
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し て い な い 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 失 効 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 提 供 を 行 う も

のとする。

２ 機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間

に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル（第３５条の規定による保存期間

が 経 過 し て い な い 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 失 効 情 報 フ ァ イ ル を い う 。 以 下 同 じ 。）

の提供を行うことができる。

３ 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるとき

は、利用者証明検証者に対する前２項の規定による保存期間に係る利用者証明用電

子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの

提供を停止することができる。

一 利用者証明検証者が次条、第５１条第１項又は第５３条の規定に違反したとき。

二 利用者証明検証者から第５１条第１項に規定する受領した利用者証明用電子証

明書失効情報等の電子計算機処理等の委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）

を受けた者が同条第２項において準用する同条第１項の規定に違反したとき。

三 利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が

第５５条第１項の規定に違反したとき。

四 利用者証明検証者から第５１条第１項に規定する受領した利用者証明用電子証

明書失効情報等の電子計算機処理等の委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）

を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第５５条

第２項の規定に違反したとき。

五 利 用 者 証 明 検 証 者 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け て 行 う

第５１条第１項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計

算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第５７条の規定

に違反したとき。

六 利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第１８条第４項の規定

により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証

明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

（利用者証明検証者の義務）

第３８条 利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明

利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知

を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第３４条第１項の規定により効

力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利

用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行わ

れたことを確認しなければならない。

２ 利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書

に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に

係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者

符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
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第３節 認証事務管理規程等

（認証事務管理規程）

第３９条 機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務（以下

「 認 証 事 務 」 と い う 。） に 関 し 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 に つ い て 認 証 事 務 管 理 規 程 を

定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。

２ 総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正か

つ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきこ

とを命ずることができる。

（帳簿の備付け）

第４０条 機構は、総務省令で定めるところにより、認証事務に関する事項で総務省令で

定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

（報告書の公表）

第４１条 機構は、毎年少なくとも１回、第１８条第１項から第３項までの規定による保

存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情

報ファイル及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第３７条第１項及び第

２項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に

係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の状況について、総務省令で

定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。

（監督命令）

第４２条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、

機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

（報告及び立入検査）

第４３条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、

機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機

構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の

物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。

第３章 認証業務情報等の保護
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（認証業務情報の安全確保）

第４４条 機構が署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子

証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電

子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル（以下「認証業務

情 報 」 と い う 。） の電 子 計 算 機 処 理 等 を 行 う に 当 た っ て は 、 機 構 は 、 当 該 認 証 業 務

情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のため

に必要な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託（２以上の段階

に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 が 受 託 し た 業 務 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

（認証業務情報の利用及び提供の制限）

第４５条 機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはなら

ない。

一 第１１条から第１４条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のた

めに署名用電子証明書発行記録を利用する場合

二 第１８条第１項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供

する場合

三 第１８条第２項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイ

ルを提供する場合

四 第１８条第３項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電

子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

五 第３０条から第３３条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記

録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

六 第３７条第１項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報

を提供する場合

七 第３７条第２項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報

ファイルを提供する場合

八 認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構

が遂行する場合

（認証業務に関する情報の適正な使用）

第４６条 機構及び市町村長は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得

た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用して

はならない。

（機構の役職員等の秘密保持義務）

第４７条 署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処

理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機

構の役員若しくは職員（地方公共団体情報システム機構法（平成２５年法律第２９
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号 ） 第 ２ ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 認 証 業 務 情 報 保 護 委 員 会 の 委 員 を 含 む 。） 又 は こ れ

らの職にあった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者

証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書

若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務

情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

２ 機構から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計

算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託（２以上の段階にわた

る 委 託 を 含 む 。） を受 け た 者 若 し く は そ の 役 員 若 し く は 職 員 又 は こ れ ら の 者 で あ っ

た者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証

明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若

しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情

報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

（市町村の職員等の秘密保持義務）

第４８条 署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等

に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、その事務に関して知

り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理

等に関する秘密を漏らしてはならない。

２ 市町村長から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の提供に係る電

子 計 算 機 処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 若 し く は

その役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して

知り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処

理等に関する秘密を漏らしてはならない。

（認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務）

第 ４ ９ 条 機 構 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る委 託 を 含 む 。） を受 け て 行 う 署 名用 電 子 証

明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務

情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、そ

の事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用して

はならない。

２ 市 町 村 長 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け て 行 う 署名 用 電 子

証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に

従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに

他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

（署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等）

第５０条 第１８条第１項から第３項までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書

失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発

行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間

に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファ
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イル又は対応証明書の発行の番号（以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」

と い う 。） の 電 子 計 算 機 処 理 等 を 行 う に 当 た っ て は 、 当 該 署 名 検 証 者 等 は 、 受 領 し

た署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証

明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計

算 機 処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 が 受 託 し た 業

務を行う場合について準用する。

３ 第２０条第１項の規定による回答を受けた署名確認者が同項の規定により受けた

回 答 （ 以 下 「 受 領 し た 回 答 」 と い う 。） の電 子 計 算 機 処 理 等 を 行 う に 当 た っ て は 、

当該署名確認者は、受領した回答の漏えいの防止その他の当該受領した回答の適切

な管理のために必要な措置を講じなければならない。

４ 前項の規定は、署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託（２以上

の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 が 受 託 し た 業 務 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用

する。

（利用者証明検証者による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等）

第５１条 第３７条第１項又は第２項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明

書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を

受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者

証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報フ

ァ イ ル （ 以 下 「 受 領 し た 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 失 効 情 報 等 」 と い う 。） の 電 子 計

算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用

電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明

書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報

等 の 電 子 計 算 機 処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 が

受託した業務を行う場合について準用する。

（署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等）

第５２条 署名検証者は、第１９条第１項の規定により署名用電子証明書が効力を失って

いないことの確認をするため必要な範囲内で、第１８条第１項又は第２項の規定に

より提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署

名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を

受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証

明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は

提供してはならない。

２ 利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明

書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認

をするため必要な範囲内で、第１８条第３項の規定により提供を受けた対応証明書

の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を
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当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

３ 団体署名検証者は、第２０条第１項の規定により署名用電子証明書が効力を失っ

ていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内

で、第１８条第１項又は第２項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電

子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用す

るものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失

効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当

該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

４ 署名確認者は、第２１条第１項の規定により署名用電子証明書が効力を失ってい

ないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した回答を利用するものとし、受

領した回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供しては

ならない。

（利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限）

第５３条 利用者証明検証者は、第３８条第１項の規定により利用者証明用電子証明書が

効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した利用者証明用

電子証明書失効情報等を利用するものとし、受領した利用者証明用電子証明書失効

情報等の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはなら

ない。

（署名検証者等の職員等の秘密保持義務等）

第５４条 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事

する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、そ

の事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受

領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしては

ならない。

２ 署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委

託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を受 け た 者 若 し く は そ の 役 員 若 し く は 職

員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署

名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等

の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

３ 前２項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、前２項中「受

領 し た 署 名 用 電 子 証 明 書 失 効 情 報 等 」 と あ る の は 、「 受 領 し た 回 答 」 と 読 み 替 え る

ものとする。

（利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務等）

第５５条 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務

に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であっ

た者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に

関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に
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関する秘密を漏らしてはならない。

２ 利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機

処 理 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階 に わ た る 委 託 を 含 む 。） を 受 け た 者 若 し く は そ の 役 員

若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た

受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明

用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

（受領した署名用電子証明書失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務等）

第 ５ ６ 条 署 名 検 証 者 等 の 委 託 （ ２ 以 上 の 段 階に わ た る 委 託 を 含む 。） を 受 け て行 う 受 領

した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している

者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。

２ 前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領

し た 署 名 用 電 子 証 明 書 失 効 情 報 等 」 と あ る の は 、「 受 領 し た 回 答 」 と 読 み 替 え る も

のとする。

（受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務）

第 ５ ７ 条 利 用 者 証 明 検 証 者 の 委 託 （ ２ 以 上 の段 階 に わ た る 委 託を 含 む 。） を 受け て 行 う

受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従

事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

（自己の認証業務情報の開示）

第５８条 何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情報について、政令で定める方法に

より、その開示（自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせるこ

とを含む。以下同じ。）を請求することができる。

２ 機構は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、政

令で定める方法により、当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなけ

ればならない。

（開示の期限）

第５９条 前条第２項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して３０日以内にし

なければならない。

２ 機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示

をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者

に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定

める方法により通知しなければならない。

（開示の手数料）

第６０条 機構は、第５８条第１項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求を
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する者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することがで

きる。

（自己の認証業務情報の訂正等）

第６１条 機構は、第５８条第２項の規定により開示を受けた者から、政令で定める方法

により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追

加 又 は 削 除 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 訂 正 等 」 と い う 。） を 求 め ら れ た 場 合 に は 、 遅

滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該認証業務情報の内容の訂正等を行わな

ければならない。

２ 機構は、前項の規定に基づき求められた訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わ

ない旨の決定をしたときは、第５８条第２項の規定により開示を受けた者に対し、

遅 滞 な く 、 そ の 旨 （ 訂 正 等 を 行 っ た と き は 、 そ の 内 容 を 含 む 。） を政 令 で 定 め る 方

法により通知しなければならない。

（苦情処理）

第６２条 機構及び市町村長は、この法律の規定により機構及び市町村が処理する事務の

実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

（署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等）

第６３条 機構、署名検証者等、署名確認者又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、

業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番

号の記録されたデータベース（自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号

又は利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の

集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように

体 系 的 に 構 成 し た も の を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） で あ っ て 、 当 該 デ ー タ

ベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しては

ならない。

２ 総務大臣は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をし

た 者 が 更 に 反 復 し て 同 項 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を す る お そ れ が あ る と 認 め る と き

は、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が

中 止 さ れ る こ と を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 勧 告 す る こ と が で き

る。

３ 総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、そ

の者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

（報告及び検査）

第６４条 総務大臣は、前条第２項又は第３項の規定による措置に関し必要があると認め

るときは、その必要と認められる範囲内において、同条第１項の規定に違反してい

ると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又

はその職員に、同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の



- 25/32 -

powered by インターネット六法 .com

事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで

きる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。

第４章 雑則

（総務大臣の援助等）

第６５条 総務大臣は、機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うと

ともに、機構及び市町村並びに署名利用者及び利用者証明利用者に対し必要な情報

の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

（報告の徴収）

第６６条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第１７条第１項第５号又

は第６号の認定を受けた者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求め

ることができる。

２ 機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者（行政機関等及び裁

判 所 を 除 く 。 第 ７ ８ 条 第 ２ 項 に お い て 同 じ 。） 及 び 団 体 署 名 検 証 者 並 び に 利 用 者 証

明 検 証 者 （ 行 政 機 関 等 及 び 裁 判 所 を 除 く 。 同 項 に お い て 同 じ 。） に対 し 、 そ の 業 務

の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

（手数料）

第６７条 機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することがで

きる。

一 第３条第６項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務

二 第１８条第１項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供

に係る事務

三 第１８条第２項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイ

ルの提供に係る事務

四 第１８条第３項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務

五 第２２条第６項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務

六 第３７条第１項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報

の提供に係る事務

七 第３７条第２項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報

ファイルの提供に係る事務

２ 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、

総務大臣の認可を受けなければならない。
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３ 機構は、第１項第１号及び第５号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住

所地市町村長に委託することができる。

（機構がした処分等に係る審査請求）

第６８条 機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務

大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政

不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２５条第２項及び第３項、第４６条第１

項及び第２項、第４７条並びに第４９条第３項の規定の適用については、機構の上

級行政庁とみなす。

（運用規程）

第６９条 機構は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続その他

必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。

（技術的基準）

第７０条 認証業務の用に供する施設又は設備の管理の方法その他認証業務及びこれに附

帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

（指定都市の特例）

第７１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（次

項 に お い て 「 指 定 都 市 」 と い う 。） に 対 す る こ の 法 律 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 政

令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

２ 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、

政令で特別の定めをすることができる。

（政令への委任）

第７２条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定め

る。

第５章 罰則

第７３条 機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明

書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、５年以下の懲役又は３００万円

以下の罰金に処する。

２ 前項の未遂罪は、罰する。

第７４条 第４７条、第４８条、第５４条第１項（同条第３項において準用する場合を含

む 。） 若 し く は 第 ２ 項 （ 同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 ５ ５ 条

の規定に違反して秘密を漏らした者は、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金
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に処する。

第７５条 第６３条第３項の規定による命令に違反した者は、１年以下の懲役又は５０万

円以下の罰金に処する。

第７６条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職

員は、３０万円以下の罰金に処する。

一 第４０条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚

偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第４３条第１項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは

同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第７７条 第６４条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、３０万円以下の罰金に処

する。

第７８条 第６６条第１項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告

をした第１７条第１項第５号又は第６号の認定を受けた者は、３０万円以下の罰金

に処する。

２ 第６６条第２項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告を

した署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者は、３０万円以下の

罰金に処する。

第７９条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法

人又は人の業務に関し、第７５条及び前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

附則

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第３４条第１項から第３項まで、第３６条から第３８条

まで及び第４０条から第５２条まで並びに附則第３条から第５条までの規定は、公

布の日から施行する。

（住民基本台帳カードに関する経過措置）

第 ２ 条 こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」と い う 。） か ら 住民 基 本 台 帳 法 の一 部 を 改

正する法律（平成１１年法律第１３３号）附則第１条第１項第３号に掲げる規定の

施行の日の前日までの間における第３条第４項の規定の適用については、同項中「住
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民基本台帳法第３０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カードその他の総務省

令 で 定 め る 電 磁 的 記 録 媒 体 」 と あ る の は 、「 総 務 省 令 で 定 め る 電 磁 的 記 録 媒 体 」 と

する。

（準備行為）

第３条 市町村長、都道府県知事及び指定認証機関は、施行日前においても、この法律に

規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

（指定認証機関に関する経過措置）

第４条 施行日前に指定認証機関の指定がされた場合においては、指定認証機関は、第３

４条第１項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項各号に掲げる事務

を行わないものとする。

（その他の経過措置の政令への委任）

第５条 前３条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。

（外国人住民についての適用の特例）

第６条 住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成２１年法律第７７号）附則第９条に

規定する政令で定める日までにおける第３条第１項の規定の適用については、同項

中 「 記 録 さ れ て い る 者 」 と あ る の は 、「 記録 さ れ て い る 者 （ 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和

４２年法律第８１号）第３０条の４５に規定する外国人住民を除く。）」とする。

附則 （平成１６年１２月３日法律第１５２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第３９条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。

（政令への委任）

第４０条 附則第３条から第１０条まで、第２９条及び前２条に規定するもののほか、こ

の法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成１８年５月２６日法律第４４号）

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める
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日から施行する。

（経過措置）

第２条 この法律の施行前に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第３４

条第３項に規定する委任都道府県知事に対してされた同法第２９条第１項の規定に

よる開示の請求に係る同条第２項に規定する開示及び同法第３１条第１項に規定す

る訂正等については、なお従前の例による。

附則 （平成２１年７月１５日法律第７７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 目次の改正規定、第５条及び第８条の改正規定、第１９条に１項を加える改正

規定、第２１条、第２２条第１項、第２６条、第２７条第１項及び第２項並びに

第２８条から第３０条までの改正規定、第４章の２の次に１章を加える改正規定、

第３４条第１項及び第２項、第３９条並びに第４７条第２号の改正規定、第５３

条 の 改 正 規 定 （ 同 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「 第 ２ ４ 条 の ２ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又

は 」 を 削 る 部 分 に 限 る 。） を 除 く 。） 並 び に 別 表 第 １ の ４ ０ の 項 の 改 正 規 定 並 び

に次条第２項及び第３項、附則第４条から第１０条まで及び第１３条から第２０

条までの規定、附則第２１条の規定（行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律（平成１４年法律第１５１号）別表住民基本台帳法（昭和４２年法

律 第 ８ １ 号 ） の 項 の 改 正 規 定 （「及 び 第 ３ ０ 条 の ３ 第 １ 項 」 を 「 、 第 ３ ０ 条 の ３

第 １ 項 及 び 第 ３ ０ 条 の ４ ６ か ら 第 ３ ０ 条 の ４ ８ ま で 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。） に

限 る 。） 並 び に 附 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 及 び 日 本 国 と の

平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部

を改正する等の法律（平成２１年法律第７９号。以下「入管法等改正法」という。）

の施行の日

二 附則第３条及び第２３条の規定 この法律の公布の日又は入管法等改正法の公

布の日のいずれか遅い日

（検討）

第２３条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第５４

条第２項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものそ

の他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日

本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留する

ことができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第６０条第１項の趣旨を

踏まえ、第１号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられること

となるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の

在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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附則 （平成２６年５月３０日法律第４２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に

伴う調整規定）

第６７条 施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８号）附則

第３号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の見出し中「電子署名等に

係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署

名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、同条第１号中「電子署名等に

係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署

名 に 係 る 地 方 公 共 団 体 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 」 と 、「 第 ７ １ 条 第 １ 項 」 と あ る の

は「第５９条第１項」とする。

附則 （平成２６年６月１３日法律第６９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から施行す

る。

（経過措置の原則）

第５条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の

施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係

る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、

なお従前の例による。

（訴訟に関する経過措置）

第６条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決

定 そ の 他 の 行 為 を 経 た 後 で な け れ ば 訴 え を 提 起 で き な い こ と と さ れ る 事 項 で あ っ

て、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経

過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他

の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申

立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含

む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によ

る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。） に よ り 異 議 申 立 て が 提 起 さ れ た 処 分 そ の 他 の 行 為 で

あって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を

経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消
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しの訴えの提起については、なお従前の例による。

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、

この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第９条 この法律の施行前にした行為並びに附則第５条及び前２条の規定によりなお従前

の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１０条 附則第５条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２７年３月３１日法律第９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第１３０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条

に お い て 同 じ 。） の施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１３１条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。
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